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思いやりと安全確認で
　事故にあわない
　　行動を！
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徳島県・徳島県交通安全対策協議会

交通安全県民運動交通安全県民運動
令和5年12月10日日▶令和6年1月10日水

阿波の道  ゆずる心と  待つゆとり
徳島県交通安全メインタイトル

命を守り、事故被害を軽減させる自転車ヘルメット！

徳島県自転車ヘルメット着用強化期間【８月４日～令和６年３月末日】
命を守り、事故被害を軽減させる自転車ヘルメット！

徳島県自転車ヘルメット着用強化期間【８月４日～令和６年３月末日】



●歩行・運転等‚道路を利用する時には‚安全確認を
　十分に行い‚事故に遭わない行動を心がけましょう。
●加齢に伴う自身の体調や運動能力を把握し‚時・
　場所・場面に応じた補償運転を行いましょう。

●「飲酒運転」は悪質な犯罪です。お酒を飲んだら
　「運転しない・させない」を徹底しましょう。飲み会
　などでは‚ハンドルキーパー運転を推進しましょう。
●思いやり運転を心がけ‚「危険な運転をしない・許
　さない」環境をつくりましょう。

●夕暮れ時の早めのライト点灯‚歩行者の反射材着
　用等‚相手から確認しやすい工夫をしましょう。
●夜間の運転では‚ハイビームを上手に活用し‚歩行
　者や自転車の早期発見に努めましょう。

●頭部を守ることが最も重要な安全対策です。自
　転車用ヘルメットの着用で‚事故被害の軽減に努
　めましょう。
●「早めのライト点灯」や「反射材の装着」で自分を
　知らせる行動と‚定期的な整備に努めましょう。

【対　象　者】 65歳以上の高齢者・16～ 18歳の高校生世代　【補　助　額】 購入額1／2（上限3‚000円）
【対象期間】 令和５年８月４日～から令和６年３月末
※内容や申請方法等は、市町村によって異なります。詳しくは、県（088-621-2287）又はお住まいの市町村へお尋ねください。
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安全安心で事故のない阿波の道をめざして

県と市町村が連携した「自転車ヘルメット購入支援制度」が始まっています！

高齢者の交通事故防止！！高齢者の交通事故防止！！

飲酒運転等の悪質な危険運転の根絶！！飲酒運転等の悪質な危険運転の根絶！！ 自転車利用者のヘルメット着用と安全確保!!自転車利用者のヘルメット着用と安全確保!!

夕暮れ時と夜間の交通事故防止！！夕暮れ時と夜間の交通事故防止！！

交通ルールの遵守と交通マナーの向上を！
運動の重点！

円満な解決に向けた
専門家によるアドバイス
が受けられます

徳島県交通事故相談所　県庁１階北側
交通事故に関するご相談は…

●毎 日（土・日・祝日・年末年始を除く）
●9：00～16：00 ●TEL：088-621-3200

無料
相談の受付


